
共同募金2022(地 域版) 共同募金会青葉区支会

(横浜市青葉区社会福祉協議会内)

T225-0024
青葉区市ケ尾町1]69-22

TEL:045-972-8836
FAXi045-972-7519

令和3年度 皆さまからお寄せいただいた寄付金

〈赤い羽根募金〉

〈年末たすけあい募金〉

社会福祉協議会では、次のような事業に活用しています

〈地区社会福祉協議会(地区社協)〉

◆高齢者食事会  ◆見守り活動
◆子育て支援活動 ◆広報紙発行 など

共同募金PR大使
野毛山動物国の

オグ0ワ ラビー
「オ八ナJ

青葉区社協マスコット
キャラクター

fあ おばちゃん」

寄付金が
配分されるまで 疇導

民間福 l■ 団体からの配

分申請を受け付けます。

4月 中旬～6月末

h」
配分委員会で配分申請

事業の内容を審査し 委

員 18名 が分 lBし て施設

の実地調査も行いま丸

11月 ～翌年2月末

>>>>

36り 028り 460円

お寄せいただいた募金のつかいみち

〈赤い羽根募金〉
～県共同募金会の配分計画に拠り、

県域、区域の福祉保健活動に使われています～

◆区内の社会福祉団体への助成
◆県内の社会福祉団体・施設への助成
◆区・地区社会福祉協議会の事業

地域の福祉活動に

役立てられました

〈区社会福祉協議会(区社協))

◆あおばふれあい助成金
◆地区社協への助成。活動支援
◆ボランティア活動支援。育成事業
◆広報紙(社協だより)の発行
◆青葉区社会福祉大会の開催  など

募金期間中 各方面べ

使途計画を公表して 寄

付金を募集します.

10月 1日 ～12月 末

17,875,387円
18,153,073円

く年末たすけあい募金〉
～すべて区内の福祉保健活動に使われています～

◆区内福祉保健活動団体への助成
89団体 6,275,193円

◆青葉区社会福祉協議会の事業
11,877,880円

温かいご支援
ありがとうございます

昴 申
配 分 決 定 を受 けた福 祉

団体による さまざまな福

祉活動が展開されまi

翌年4月 ～

谷本地区 藤が丘ふれあいサロン

フリースペースあおば フードサポートあおば

鼈
地域の代表 各界の代

表で構成されている理

事会 評議員会で配分を

決定しま丸

翌年 3月 中旬

|                                        |



(県 内 統 一 版 )地域の詳細は裏面にあります。

令和4年度共同募金運動の全国共通テーマは

『つながりをたやさない社会づくり』で幌
新型ウイルスによるパンデミックが長期化する中、人と人とが接する機会を制限されたこと

で、生活に困窮される方や居場所を失い孤立している方、生活や教育環境の変化を余儀なく

される子どもたち……多くの方々への支援が新たに求められています。

さらに、近年、国内では毎年記録的な大雨等により大規模災害が発生し、多くの方々が避

難生活を余儀なくされるなど、誰もが住み慣れた町で安心して暮らしていきたいという当たり

前の願いが、一層深まっています。

ことしの共同募金運動は、一昨年から「つながりをたやさない社会づくり」を全国共通テー

マに掲げて、緊急的な対応が求められているパンデミック下での支援事業や災害支援事業と

募金の 7割 は、あなたの町

の高齢者や障がい者の家事援

助や配食・会食サービス、子育

コロナ禍に
おける

緊急支援事
業および災
害対応事業
1,000万円

年末たすけあい

援護活動
3億 7,780万円

「令和4年
局Ъ晏暑「1」

募金 広報資材作成費
および本会事業費
8,396万円

市区町村ことの

共同募金会事業費
5,845万円
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募集として、毎年、厚生労働大臣の a―      ~_  r ■ 募 金 な の に 、
告示により実施する た`すけあい、 

―
             oヽ( どうして目標額が

の運動で丸     __ ―  機 _r J「■L    つ    ぁるの?

活動資金をあらかじめ把握現在では、皆さまがお住まいの地域の

中でさまざまな福祉活動に役立てら J「  ′      1.    ヽ

「

J`乙  してヽ 計画的に募金を行う

れています。           J■ I  
・       ・1.     ｀

〈■■レ ことが「社会福祉法」で定

皆さまの善意を適正に取り扱う E                  Ч■「  められています。

ために、募金の使いみちなどが「社 ■■■                 ノ   募金は任意ですが、地域

会福祉法」で定められていま丸   ■甲■  l J        J▲ EZ 福祉を資金面で支えていくた

めにご協力をお願いします。

共同募金って何に

使われるの?

」一）」謳̈

じぶんの町を良くするしくみ。

て支援などの草の根的ボランティ

ア活動などに役立てられていま九

募金の3割 は、児童養護施設の

遊具や障がい者施設の福祉車両の

整備などへの支援をはじめ、コロナ禍で

の緊急支援活動や国内大規模災害時の

災害ボランティア活動に役立てられてい

ます。                |

税制の特典があります !

◎個人の場合は 所得税 住民税は2.000円 を超える金額が寄付金控除の対象となりま魂

×故人の遺産を寄付される場合は、租税特別措置法第70条により「相続税Jが非課税となる優遇措置がありま丸

十日東金

●法人の場合は 「全額損金J扱いとなります。 (詳 しくは 本会までお問い合わせください)

●共同募金の使途は、'はわっとJで公開しています。 https7/WWW aka hane orip/h anett
O社会福祉法人神奈川県共同募金会では、「個人情報の保護に関する法律J(平成]5年 5月 30日 法律第57号 )に基づき、

個人情報を適正に取り扱いま丸 ●寄付のこ相談 こ照会は、社会福祉法人神奈川県共同募金会までこ連絡ください。

〒2210825横浜市神奈川区反町3丁 目]7番 2神奈川県社会福祉センター6階 電話 0453]26339

児童 高齢者 障がい

児者等の民POn社 会福
祉施設ヘ

2億 2,350万 円

各種社会福祉

団体ヘ

6,760万 円

在宅福祉サー
ビス団体ヘ

3500万円

市区町村社会福祉
協議会ヘ

3億 769万 用

※新型コロナウイルス感染症の社会的な影響を踏まえて 例年の募金期間である]0月 ]日 から

]2月 3]日 までの3カ月間に加えて 翌年3月 末までの6カ月間を募金期間として実施いたします。

令和 4年 10月

■日業金

赤い羽根共同募金
イラスト/丼上 リエ

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします :

〔募集期間〕10月 1日～3月 31日 (※ )


